
 

立木公売の訂正公告（公売物件の一部取りやめ） 

 

 

 令和７年８月 25日付けで公告した令和７年度第３回（９月期）立木の資格付き一

般競争入札について、諸般の事情により、下記物件を取りやめとします。 

 

 

 

記 

 

 

 第５号物件 北秋田市七日市字仙戸石沢外３国有林 2144林班い小班 

 

 

 

令和７年８月 28日 

分任契約担当官 

米代東部森林管理署長  五十嵐 和人 



別紙５

秋田杉
（一般材）

カラマツ
（一般材）

その他N
（一般材）

N低質材
広葉樹
（一般材）

L低質材 合計

(1) 小坪沢国有林 2068林班い小班 分収造 経常間伐 16.13 47 秋田杉 2,624 1,745.97 1,745.97 36か月

(2) 奥見内沢外6国有林 2096林班い小班 分収造 皆伐 3.98 72 秋田杉外 3,498 499.95 4.83 254.94 124.03 883.75 36か月

3 黒沢外２国有林 2577林班ろ小班 分収造 皆伐 2.26 71 秋田杉外 1,323 1,523.77 8.54 1,532.31 36か月

4 奥見内沢外6国有林 2116林班る小班 分収造 皆伐 1.08 72 秋田杉外 714 287.11 12.32 21.67 48.84 369.94 36か月

5 仙戸石沢外3国有林 2144林班い小班 分収育 皆伐 6.25 73 秋田杉外 4,387 4,104.56 7.12 1.80 111.11 72.70 4,297.29 36か月

(6) 仙戸石沢外3国有林 2155林班い小班外1 分収育 皆伐 10.56 63-64 秋田杉外 5,619 5,956.59 1.30 107.07 61.01 6,125.97 36か月

(7) 仙戸石沢外3国有林 2159林班へ7小班 分収造 経常間伐 3.78 49 秋田杉外 795 653.85 5.96 659.81 36か月

(8) 早口沢外3国有林 2257林班う小班外1 分収造 経常間伐 13.35 48 秋田杉 3,076 2,478.35 2,478.35 36か月

9 岩瀬沢外1国有林 2364林班い小班外2 分収造 皆伐 4.66 71 秋田杉外 2,203 885.91 0.55 471.47 55.75 1,413.68 36か月

10 尾去山外２国有林 3174林班い小班 分収造 皆伐 3.41 69 秋田杉外 3,284 1,429.37 467.85 5.53 19.02 1,921.77 36か月

11 尾去山外２国有林 3175林班ち小班 分収造 皆伐 1.74 71 アカマツ外 1,263 487.99 71.85 59.85 619.69 36か月

(12) 中綱沢外5国有林 3181林班は小班 分収造 皆伐 2.10 64 秋田杉外 1,320 1,502.90 0.13 17.29 3.88 1,524.20 36か月

(13) 棒岱野外３国有林 3119林班え小班 分収造 皆伐 2.85 68 秋田杉外 1,882 1,767.06 19.59 10.91 1,797.56 36か月

(14) 棒岱野外３国有林 3120林班く小班 分収造 皆伐 2.70 70 秋田杉外 1,848 1,472.73 0.84 75.46 27.34 1,576.37 36か月

(15) 熊沢外8国有林 3153林班ほ小班 分収育 皆伐 2.27 61 秋田杉外 1,970 1,039.82 594.03 2.55 9.34 1,645.74 36か月

(16) 熊沢外8国有林 3168林班た小班 分収造 皆伐 1.23 71 秋田杉外 910 985.42 86.02 5.84 15.05 1,092.33 36か月

(17) 熊沢外8国有林 3169林班ろ小班 分収造 皆伐 3.75 71 秋田杉外 2,233 1,953.23 722.65 39.36 97.45 2,812.69 36か月

(18) 熊沢外8国有林 3172林班に小班 分収造 皆伐 7.97 71 秋田杉外 8,870 3,826.58 45.91 48.01 974.17 7.65 88.57 4,990.89 36か月

90.07 47,819 32,113.17 520.88 536.00 2,398.64 1,217.34 702.28 37,488.31

※入札番号の括弧書きは再出品物件である。

入札
番号

面積
(ha)

樹種林齢
本数
（本）

契約
関係

伐採方法物件所在地

１件の売払い
代金が150万
円以上の時は
６ヶ月以内。
ただし、物件が
国有林で１件の
売払数量１千㎥
以上の場合は
１０ヶ月以内と
する。
なお、官収分の
み延納を認め
る。

合計

立　木　公　売　物　件　一　覧　表令　和　7　年　度　９　月　期　

米代東部森林管理署

搬出
期限

幹材積（㎥）

延納

訂正箇所

第５号物件を取りやめとします。


